








9.4  サーチャーフック各部の名称

9.4.1  サーチャーフック各部の名称

［1］ 850kg サーチャーフック

(1) E ブーム

(2) ブラケット

(3) ブラケット 1
(4) ブラケット 2
(5) ピン

(6) ポジションピン

(7) リンチピン

(8) フック

(9) シャックル

(10) ワッシャ付六角ボルト

(11) ワッシャ付六角ボルト

(12) ワッシャ付六角ボルト

(13) 六角ナット

(14) ハイテンションワッシャ
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［2］ 1.5t サーチャーフック

SAM24650

47113 14 10

A　視
View A

8 9

12 3

52 6

15

A13 14 11 15

(1) ブラケット

(2) ブラケット A
(3) ブラケット B
(4) 固定ピン

(5) E ブーム

(6) ポジションピン

(7) リンチピン

(8) スイベルフック

(9) シャックル

(10) ワッシャ付六角ボルト

(11) ワッシャ付六角ボルト

(12) ワッシャ付六角ボルト

(13) 六角ナット

(14) ハイテンションワッシャ

(15) ワッシャ

サーチャーフック各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.4.2  サーチャーフックの格納位置と作業位置

［1］ 850kg サーチャーフック

EAM33460

格納位置

作業位置

 ☞ サーチャーフックを使用しない時には、格納位置にサーチャーフックを移動させてください。作

業位置のままで長期間放置すると、内部に水がたまる可能性があります。
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［2］ 1.5t サーチャーフック

EAM50370

作業位置

格納位置

サーチャーフック各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.5  モニタ

9.5.1  ホーム画面

EAM50210

負荷率

ブーム長

定格総荷重

実荷重

実作業半径

揚程

ブーム角度

過巻下

巻過ぎ

接地 接地

張出

張出

張出

張出

接地

Lo

接地

旋回角度

ブーム
格納

1

2 3

1.5t

(1) ブーム起解除スイッチ

(2) サーチャーフックポジション表示

(3) 巻過表示

☞ 本項では、サーチャーフック使用時に通常と異なる箇所について説明しています。

本項に説明のない表示やスイッチ操作については「4.1.6.2 ホーム画面の説明」の項を参照して

ください。
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［1］ ブーム起解除スイッチ (1)

「4.1.6.2 ホーム画面の説明［5］ ブーム起解除

スイッチ (4) ( サーチャーフック使用時 )」を参

照してください。

［2］ サーチャーフックポジション表示 (2)

サーチャーフック及びサーチャーフックのポジ

ションにより表示が切り替わります。ポジショ

ンの表示内容の詳細は「9.2.1 モーメントリ

ミッタの設定」の項を参照してください。

［3］ 巻過表示 (3)

作業中フックが巻過ぎ状態になると赤色点灯し

ます。

サーチャーフック使用時に巻過防止装置の機能

を「OFF」に設定している場合のみ緑色点灯し

ます。

モニタ M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.5.2  ユーザーモードの説明

EAM50220

1/2 ページ

2/2 ページ

2-2

2-3

2-1

0％

100

ユーザーモード

4本掛け

時刻設定

モニタ輝度調整

消耗品

ブーム長

m t

実荷重定格総荷重

t

ブーム角度

m

実作業半径

ブーム長

m t

実荷重定格総荷重

t

ブーム角度

m

実作業半径

エラー履歴

水準器

水準器

4

サーチャーフック　なしSH

SHモード巻過ぎ　OFF

0％

100

ユーザーモード

言語

スイッチ操作音 OFF

走行アラーム OFF

ソフトウェアバージョン

(2-1) フック掛け数切替 / サーチャーフックポ

ジション切替

(2-2) サーチャーフック切替

(2-3)SH モード巻過ぎ ON/OFF 切替

 ☞ サーチャーフックを「SH」と省略して表現している箇所があります。

 ☞ 本項では、サーチャーフック使用時に通常と異なる箇所について説明しています。 
本項に説明のない表示やスイッチ操作については「4.1.6.3 ユーザーモードの説明」の項を参照

してください。
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［1］ フック掛け数切替 / サーチャーフックポ

ジション切替

警 告

サーチャーフックのポジションとブーム長表

示のモード表示が一致していない状態では、

サーチャーフックを使用しないでください。

モーメントリミッタが正しく作動せず、機械

の破損や重大な事故を招く恐れがあります。

サーチャーフックのポジションを切り替える場

合に使用します。実機のポジションとポジショ

ンの切り替え詳細は「9.2.1.1 850kg サーチャー

フックポジションの設定」、「9.2.1.2 1.5t サー

チャーフックポジションの設定」の項を参照し

てください。

SH1

SH2

SH3

SAM21651

☞ サーチャーフックのポジション「SH1/
SH2/SH3」は、サーチャーフック切替

(2-2) で、「サーチャーフック 850kg」、
「サーチャーフック 1.5t」選択時のみ画

面に表示されます。

［2］ サーチャーフック切替 (2-2)

「4.1.6.2 ホーム画面の説明［11］ サーチャー

フック切替 (2-11)」を参照してください。

［3］  SH モード巻過ぎ ON/OFF 切替 (2-3)

「4.1.6.2 ホーム画面の説明［12］ SH モード巻

過ぎON/OFF切替 (2-12)」を参照してください。

モニタ M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.6  操作

警 告

フックブロックを取り外してサーチャーフッ

クを使用する場合、巻過防止装置の機能を

「OFF」に設定する必要があります。設定の切

り替えは、「9.5.2 ユーザーモードの説明」の

項を参照してください。

ただし、フックブロックを取り付けてサー

チャーフックを使用する場合に設定を「OFF」
にすると、巻過防止装置が作動せず、フック

ブロックが落下する危険があります。

9.6.1  850kg サーチャーフック

9.6.1.1   取り付け

危 険

サーチャーフックの落下を防ぐため、必ず指

定トルクでサーチャーフック取り付けボルト

を締めてください。

サーチャーフックの取り付けは、必ず純正品

を使用し、新しいボルト・ナット・ワッシャ

を使用してください。

1. ブラケット (1)、(2)、(3) は M12 ワッシャ

付きボルト（強度 10.9）、ナット、ワッシャ

を使用して、メインブームにそれぞれ固定

してください。  トルクレンチを使用して

93N・m（± 14N・m）のトルクでボルト

を締めてください。その後、ピン (4) を図

のようにブラケット (1)、(2)、(3) の穴に

入れ、M8 ワッシャ付きボルト（強度

10.9）をトルク 27N・m（± 8N・m) で占

めて固定してください。

2. ユーザーモード画面のサーチャーフック切

り替えスイッチを使い「サーチャーフック

850kg」にしてください。

EAM50240

0％

100

ユーザーモード

4本掛け

消耗品

ブーム長

m t

実荷重定格総荷重

t

ブーム角度

m

実作業半径

エラー履歴

水準器

4

サーチャーフック　なしSH

スイッチ操作音 OFF

ソフトウェアバージョン
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危 険

「サーチャーフック 850kg」選択時以外で

850kg サーチャーフックを使用しないでくだ

さい。モーメントリミッタが正しく作動せず、

機械の破損や転倒など重大な事故を招く恐れ

があります。

☞ ワイヤ掛数およびフックの入力、サー

チャーフックの切替の設定の設定は、ス

タータースイッチを「OFF」（切）位置

にしても最後の状態を記憶しています。

9.6.1.2   サーチャーフックポジションの

変更

危 険

サーチャーフックのポジションとブーム長表

示のモード表示が一致していない状態では、

850kg サーチャーフックを使用しないでくだ

さい。モーメントリミッタが正しく作動せず、

機械の破損や重大な事故を招く恐れがありま

す。

ブームの角度によっては、E ブームとフック

が干渉し、重大な事故に繋がる恐れがありま

す。必ず作業に適した角度に調整してくださ

い。

850kg サーチャーフックモードで荷をつり上

げるときは、ブーム起操作でつり上げ（地切

り）、一旦停止して、安全な荷重であることを

確認してください。

作業する際は、ピン穴へ指を絶対に入れない

でください。

☞ ワイヤ掛数およびフックの入力、サー

チャーフックの切替の設定の設定は、ス

タータースイッチを「OFF」（切）位置

にしても最後の状態を記憶しています。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照しアウトリガをセットしてください。

2. ポジションピン (5)の先端から陳地ピン (6)
を取り外し、ポジションピン (5) を外して

ください。

3. E ブーム (7) の穴 (8) とブラケットの穴 (9)
を合わせてください。

操作 M A E D A Mini-Crawler Crane
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4. 2 項で取り外したポジションピン (5) をブ

ラケットの穴 (9) に通し、リンチピン (6)
をポジションピン (5) の先端に固定してく

ださい。

危 険

ポジションピン (5) は必ずリンチピン (6) で固

定してください。作業中にポジションピンが

外れると、重大な事故につながる恐れがあり

ます。

5. ポジションピン (10) の先端からリンチピ

ン (11) を取り外し、ポジションピン (10)
を外してください。

6. E ブーム (7) を作業に適した角度に動かし、

E ブーム (7) とブラケット (1) の穴を合わ

せてください。

危 険

ブームの角度によっては、E ブームとフック

が干渉し、重大な事故につながる恐れがあり

ます。必ず作業に適した角度に調整してくだ

さい。

7. ポジションピン (10) をブラケットの穴に

通し、リンチピン (11) をポジションピン

(10) の先端に固定してください。

危 険

ポジションピン (10) は必ずリンチピン (11) で
固定してください。作業中にポジションピン

が外れると、重大な事故につながる恐れがあ

ります。
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8. サーチャーフックの実機のポジションとモ

ニタのポジション設定を合わせてくださ

い。

危 険

サーチャーフックは実機のポジションとモニ

タのポジション設定が一致していない状態で

は使用しないでください。モーメントリミッ

タが正しく作動せず、機械の破損や重大な事

故を招く恐れがあります。

SH1

SH2

SH3

SAM21651

9. 荷をフック (12) に確実に取り付け、作業

を開始してください。

危 険

850kg サーチャーフックモードで荷をつり上

げるときは、ブーム起操作でつり上げ（地切

り）、一旦停止して、安全な荷重であることを

確認してください。

☞ 作業条件によってはモーメントリミッタ

の表示荷重が多めに表示されることがあ

ります。

☞ 起、伏レバー操作量が大きいと、荷重の

誤差が大きくなります。起伏レバー操作

時はブームをゆっくりと操作してくださ

い。

注 意

E ブームのポジションとブームの角度によっ

ては、E ブームとフックが干渉することがあ

ります。E ブームのポジションが SH1 の場合

はブーム角 30 度を超えて使用しないでくださ

い。
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9.6.1.3    ブーム起解除スイッチの使用方

法

危 険

ブーム起解除スイッチはブーム伏せ操作中に

過負荷の領域に入って自動停止した場合のみ

使用してください。

伸操作で過負荷の領域に入って自動停止した

場合は、縮操作で復元してください。

通常時、地切り作業には絶対に使用しないで

ください。

このスイッチを使用して地切り作業をした場

合、機械の破損や転倒など重大な事故を招く

恐れがあります。

1. ブーム伏操作、伸び操作中に過負荷の領域

に入って自動停止した場合は、ブーム縮操

作し、安全な領域に入ってから、ブーム伏

操作で荷を降ろしてください。

        自動停止時、やむを得ずブーム起き操作が

必要な場合は、ブーム起解除スイッチを押

している間だけ起操作ができます。

9.6.2  1.5t サーチャーフック

9.6.2.1   取り付け

危 険

サーチャーフックの落下を防ぐため、必ず指

定トルクでサーチャーフック取り付けボルト

を締めてください。

サーチャーフックの取り付けは、必ず純正品

を使用し、新しいボルト・ナット・ワッシャ

を使用してください。

1. ブラケット (1) を M12 ワッシャ付ボルト、

ナット、ワッシャを使用して、ブームの先

端に固定してください。

        このとき、ブームヘッドの側面 (A) とブラ

ケットの側面 (B) ができるだけ同一面上に

なるように取り付けてください。

       指定トルク：111 ± 12N・m
（11.3 ± 1.2kg・m）
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2. ブラケットＡ (2)とブラケットＢ (3)をブー

ムの先端にＭ１２ワッシャ付ボルト、ナッ

ト、ワッシャを使用して軽く締めつけて仮

止めしてください。

 ☞ MC305C 用のブラケット A(2) とブラ

ケット B(3) には「3」の刻印があります。

確認してから取り付けてください。

Mark

3. 固定ピン (4) をブラケットＢ (3) の穴から

入れ、ブラケット (1)、ブラケットＡ (2)
の全ての穴へ通してください。固定ピン (4)
はブラケットＢ (3) へＭ８ワッシャ付ボル

トで固定してください。

指定トルク：31 ± 3N・m
（3.2 ± 0.3kg・m）

4. ブラケットＡ (2) とブラケットＢ (3) を矢

印の方向に押し付けながら、手順２で仮止

めしたボルトを締めてください。

指定トルク：111 ± 12N・m
（11.3 ± 1.2kg・m）

5. Ｅブーム (5) をブラケット (1) へ、ポジショ

ンピン (6)を挿し込んで固定してください。

ポジションピン (6) はリンチピン (7) で抜

けないように固定してください。
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6. ユーザーモード画面のサーチャーフック切

り替えスイッチを使い「サーチャーフック

1.5t」にしてください。

EAM50240

0％

100

ユーザーモード

4本掛け

消耗品

ブーム長

m t

実荷重定格総荷重

t

ブーム角度

m

実作業半径

エラー履歴

水準器

4

サーチャーフック　なしSH

スイッチ操作音 OFF

ソフトウェアバージョン

危 険

「サーチャーフック 1.5t」選択時以外で 1.5t サー

チャーフックを使用しないでください。モーメ

ントリミッタが正しく作動せず、機械の破損や

転倒など重大な事故を招く恐れがあります。

☞ ワイヤ掛数およびフックの入力、サー

チャーフックの切替の設定の設定は、ス

タータースイッチを「OFF」（切）位置

にしても最後の状態を記憶しています。

9.6.2.2   サーチャーフックポジションの

変更

危 険

サーチャーフックのポジションとブーム長表

示のモード表示が一致していない状態では、

1.5t サーチャーフックを使用しないでくださ

い。モーメントリミッタが正しく作動せず、

機械の破損や重大な事故を招く恐れがありま

す。

ブームの角度によっては、E ブームとフック

が干渉し、重大な事故に繋がる恐れがありま

す。必ず作業に適した角度に調整してくださ

い。

1.5t サーチャーフックモードで荷をつり上げ

るときは、ブーム起操作でつり上げ（地切り）、

一旦停止して、安全な荷重であることを確認

してください。

作業する際は、ピン穴へ指を絶対に入れない

でください。

☞ ワイヤ掛数およびフックの入力、サー

チャーフックの切替の設定の設定は、ス

タータースイッチを「OFF」（切）位置

にしても最後の状態を記憶しています。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照しアウトリガをセットしてください。

2. 格納されているスイベルフック (8) を
シャックル (9) から外してください。

3. リンチピン (7) を外し、ポジションピン (6)
を抜いて、E ブーム (5) を使用したい角度

へ変更してください。
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警 告

ポジションピン (6) を抜く際は、必ずＥブーム

(5) を手で支えてください。

4. E ブーム (5) の位置が決定したら、ポジショ

ンピン (6) を挿し込み、リンチピン (7) で
固定してください。

危 険

ポジションピン (6) は必ずリンチピン (7) で固

定してください。作業中にポジションピンが

外れると、重大な事故につながる恐れがあり

ます。

5. サーチャーフックの実際のポジションとモ

ニタのポジション設定を合わせてくださ

い。

危 険

サーチャーフックは実機のポジションとモニ

タのポジション設定が一致していない状態で

は使用しないでください。モーメントリミッ

タが正しく作動せず、機械の破損や重大な事

故を招く恐れがあります。

SH1

SH2

SH3

SAM21651

EAM50270

6. 荷をフック (8) に確実に取り付け、作業を

開始してください。

8

EAM50280
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危 険

• 1.5t サーチャーフックモードで荷をつり上

げるときは、ブーム起操作でつり上げ（地

切り）、一旦停止して、安全な荷重であるこ

とを確認してください。

• スイベルフックは格納用シャックル

部 で 絶 対 に 使 用 し な い で く だ さ い。

格納用シャックル部は強度が確保されてい

ません。そのため使用すると E ブームの破

損による荷の落下など、重大な事故につな

がる恐れがあります。

☞ 作業条件によってはモーメントリミッタ

の表示荷重が多めに表示されることがあ

ります。

☞ 起、伏レバー操作量が大きいと、荷重の

誤差が大きくなります。起伏レバー操作

時はブームをゆっくりと操作してくださ

い。

注 意

E ブームのポジションとブームの角度によっ

ては、E ブームとフックが干渉することがあ

ります。E ブームのポジションが SH1 の場合

はブーム角 30 度を超えて使用しないでくださ

い。

SAM24490

SH1
30°

9.6.2.3    ブーム起解除スイッチの使用方

法

「9.6.1.3 ブーム起解除スイッチの使用方法」の

項を参照してください。
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9.7  点検整備

警 告

• サーチャーフックはクレーンに該当します。

クレーン等安全則による点検を行ってくだ

さい。詳細は「第 6 章 点検整備編」および

「第 11 章 資料編」を参照してください。

• サーチャーフックを使用する際は、機械本

体側の点検も必ず実施してください。

重 要

クレーン等安全規則では、当機械購入（設置）

時に遵守すべき規則を設けております。

第６２条

事業者は、令第１３条第３項第１５号の移動

式クレーンを設置したときは、当該移動式ク

レーンについて、第５５条第３項の荷重試験

および同条第４項の安定度試験を行わなけれ

ばならない。

( 第５５条３項 )
前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷

重の１．２５倍に相当する荷重の荷をつって、

つり上げ、旋回、走行等の作動を行うものと

する。

( 第５５条４項 )
第２項の安定度試験は、移動式クレーンに定

格荷重の１．２７倍に相当する荷重の荷をつっ

て、当該移動式クレーンの安定に関し最も不

利な条件で地切りすることにより行うものと

する。
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9.7.1  消耗品

サーチャーフック取り付け部品は消耗品です。定期整備時または摩耗限度前に交換してください。消

耗部品を確実に交換し、当機械を経済的にお使いください。部品交換には、必ず純正品を使用してく

ださい。部品要求の際は、パーツカタログにより品番を確認してください。

項目 数量 交換期間

ワッシャ付き六角ボルト　M12 × 35L　強度 10.9 ４本 6 ヶ月ごとまたは損傷、亀裂、

潰れが見つかった時
ワッシャ付き六角ボルト　M12 × 30L　強度 10.9 4 本

ワッシャ付き六角ボルト　M8 × 16L　強度 10.9 1 本

六角ナット　M12 8 個

ハイテンションワッシャ　M12 8 個

• 交換期間は推奨交換期間です。点検の上、交換基準に達していた場合は交換を実施してください。

• 交換期間は休車期間も含みます。

 ☞ 850kg サーチャーフックと 1.5t サーチャーフックの消耗品は項目、数量ともに共通です。上記

の表はサーチャーフック 1 機分の数量記載です。

9.7.2  点検整備一覧表

本文書はサーチャーフックのみについて説明するものです。クレーン本体については「第 6 章 点検整

備編」の項を参照し、その注意事項に従ってください。

点検整備項目 項目

9.7.3 作業開始前点検 9-34 

　9.7.3.1 見回り点検 9-34 

　9.7.3.2 エンジン始動前の点検 9-34 

　［1］ E ブーム、ブラケットの点検 9-34 

　［2］ グリース塗布 9-34 

　［3］ サーチャーフック取り付けボルトの点検 9-34 

　［4］ ポジションピン・リンチピンの取り付け点検 9-34 

　［5］ フックの点検 9-34 

　9.7.3.3 エンジン始動後の点検 9-35 

　［1］ ブームの作動点検 9-35 

　［2］ モーメントリミッタの点検（850kg サーチャーフックモード） 9-35 

　［3］ モーメントリミッタの点検（1.5t サーチャーフックモード） 9-36 

点検整備M A E D A Mini-Crawler Crane

9-33MC305C-5



9.7.3   作業開始前点検

9.7.3.1   見回り点検

1. 安全装置に異常がないか点検してくださ

い。

2. フックなどのつり具に異常がないか点検し

てください。

3. ブーム等の構造部分に亀裂・変形がないか

点検してください。

4. 指定の取り付けボルト・ナットが使用され

ているか、また、緩み・脱落がないか点検

してください。

5. 実際に操作し、ブームの作動・停止が正し

く働くか点検してください。

点検を行い、不具合が認められた場合には、当

社または当社販売サービス店にお問い合わせく

ださい。

9.7.3.2   エンジン始動前の点検

この項目に示す内容は、1 日の最初の作業開始

前にエンジンを始動しないで行ってください。

［1］  E ブーム、ブラケットの点検

Ｅブームとブラケットに亀裂や著しい変形、汚

れなどがないか点検してください。異常があれ

ばその箇所を修理または交換してください。

［2］  グリース塗布

以下の箇所の古いグリースをきれいに拭き取

り、新しいリチウムグリースを塗布してくださ

い。

1. Ｅブームとシャックル (2)の接触穴部分 (3)

2. スイベルフック (1) とシャックル (2) の接

触部分 (4)

［3］  サーチャーフック取り付けボルトの点検

危 険

サーチャーフック取り付けボルトに何らかの

損傷が見つかった場合は、直ちに新品と交換

してください。 
ボルトが破損し、サーチャーフックが落下す

る恐れがあります。

指定強度のボルトが使用されているか点検して

ください。また、指定トルクで締め付けられて

いるか確認してください。指定トルクは 850kg
サーチャーフックは「9.6.1.1 取り付け」の項

を、1.5t サーチャーフックは「9.6.2.1 取り付け」

の項を参照してください。

ボルトに亀裂、損傷、潰れ、著しい汚れ、錆が

ないか点検してください。異常があれば、ボル

トの交換時期より早くても、新品に交換してく

ださい。

［4］  ポジションピン・リンチピンの取り付け

点検

ポジションピンがリンチピンで固定してあるか

点検してください。ピンに損傷や著しい変形が

ないか点検してください。異常があれば交換し

てください。

［5］  フックの点検

1. ワイヤロープの外れ止めが正常に機能して

いるか点検してください。異常があれば修

理または交換してください。
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2. フックを回転させ、フックがスムーズに回

転するか、異音が発しないか点検してくだ

さい。異常があれば修理または交換してく

ださい。

3. フックを点検し、亀裂や著しい変形がない

か点検してください。異常があれば交換し

てください。

4. フックの寸法が以下の交換基準になったら

交換してください。

基準寸法 交換基準

a 37mm 38.9mm 以上

b 25mm 23.7mm 以下

9.7.3.3   エンジン始動後の点検

この項目に示す内容は、1 日の作業開始前にエ

ンジンを始動して行ってください。

重 要

この項に示す点検内容は、機械を作動させて

点検する必要があります。「第 5 章　5.1.2 エ
ンジンの始動」以降を参照し、機械の始動、

クレーン操作を行ってください。

［1］  ブームの作動点検

警 告

ブームの作動点検を行う際は、ブームやサー

チャーフック本体が人や物に接触しないよう

に周囲の安全を確認して行ってください。

1. クレーンを操作する際にブームやサー

チャーフックから異音の発生がないか確認

してください。

2. 無負荷でクレーンを操作し、各ボルト類の

ゆるみ、抜け落ちがないか確認してくださ

い。

［2］  モーメントリミッタの点検（850kg サー

チャーフックモード）

警 告

モーメントリミッタに異常が発生したときは、

すぐに当社または当社販売サービス店に連絡

してください。

1. スタータスイッチを「ON」（入）位置にし

てください。

2. 四色灯を確認してください。約 3 秒間全

色が点滅した後、緑色が点滅します。

3. モニタの表示を確認してください。

1. ホーム画面にエラーコードが表示されて

いないことを確認してください。

2. モーメントリミッタが850kgサーチャー

フックモードになっているか、また、ブー

ム長表示のモード表示がサーチャーフッ

クのポジションと一致しているか点検し

てください。サーチャーフックのポジ

ションとブーム長表示は「9.2.1.1 850kg
サーチャーフックポジションの設定」を

参照してください。

4. エンジンを始動させ、クレーンを次のよう

に操作して、その時のモーメントリミッタ

の表示が正しいか確認してください。
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クレーンの動作と表示

項目

モーメントリ

ミッタの表示値

ブーム長さを最小にし

た時の「ブーム長」の

表示値

3.7m

ブーム長さを最大にし

た時の「ブーム長」の

表示値

12.5m

ブーム長さを「5.9m」

に し、 ブ ー ム 角 度 を

「25°」にした時の「作

業半径」の表示値

SH1　5.7±0.1m

SH2　6.1±0.1m

SH3　5.8±0.1m

5. 質量の判っているウエイトを用意してつり

上げたときの「実荷重」の表示値が、ウエ

イト＋つり金具の合計質量と同じになるこ

とを確認してください。ただし、ブーム条

件によって、多少の誤差が生じることはあ

ります。

6. クレーンを操作し、モーメントリミッタの

表示値をブーム長さ「5.9m」、ブーム角度

「25°」にしたときの「ブーム角度」と「作

業半径」を実測してください。実測値とモー

メントリミッタの表示値の差異があった場

合は、当社または当社販売サービス店にお

問い合わせください。

7. ウエイトをつり上げ、ブーム伸・伏操作で

過負荷により自動停止するか確認してくだ

さい。過負荷になっても自動停止しない場

合は、ただちに機械を停止し、当社または

当社販売サービス店にお問い合わせくださ

い。なお確認時の操作はゆっくり行い、過

負荷により機械が自動停止しない場合に

は、ただちに操作を止め、安全側の操作で

過負荷状態を脱してください。

☞ 作業半径の実測は、サーチャーフックの

先端から垂直に紐を垂らすなどの方法で

フック位置にて測定してください。

［3］  モーメントリミッタの点検（1.5t サー

チャーフックモード）

警 告

モーメントリミッタに異常が発生したときは、

すぐに当社または当社販売サービス店に連絡

してください。

1. スタータスイッチを「ON」（入）位置にし

てください。

2. 四色灯を確認してください。約 3 秒間全

色が点滅した後、緑色が点滅します。

3. モニタの表示を確認してください。

1. ホーム画面にエラーコードが表示されて

いないことを確認してください。

2. モーメントリミッタが 1.5t サーチャー

フックモードになっているか、また、ブー

ム長表示のモード表示がサーチャーフッ

クのポジションと一致しているか点検し

てください。サーチャーフックのポジ

ションとブーム長表示は「9.2.1.2 1.5t
サーチャーフックポジションの設定」を

参照してください。

4. エンジンを始動させ、クレーンを次のよう

に操作して、その時のモーメントリミッタ

の表示が正しいか確認してください。

クレーンの動作と表示

項目

モーメントリ

ミッタの表示値

ブーム長さを最小にし

た時の「ブーム長」の

表示値

3.7m

ブーム長さを最大にし

た時の「ブーム長」の

表示値

12.5m

ブーム長さを「5.9m」

に し、 ブ ー ム 角 度 を

「25°」にした時の「作

業半径」の表示値

SH1　5.5±0.1m

SH2　5.7±0.1m

SH3　5.6±0.1m
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5. 質量の判っているウエイトを用意してつり

上げたときの「実荷重」の表示値が、ウエ

イト＋つり金具の合計質量と同じになるこ

とを確認してください。ただし、ブーム条

件によって、多少の誤差が生じることはあ

ります。

6. クレーンを操作し、モーメントリミッタの

表示値をブーム長さ「5.9m」、ブーム角度

「25°」にしたときの「ブーム角度」と「作

業半径」を実測してください。実測値とモー

メントリミッタの表示値の差異があった場

合は、当社または当社販売サービス店にお

問い合わせください。

7. ウエイトをつり上げ、ブーム伸・伏操作で

過負荷により自動停止するか確認してくだ

さい。過負荷になっても自動停止しない場

合は、ただちに機械を停止し、当社または

当社販売サービス店にお問い合わせくださ

い。なお確認時の操作はゆっくり行い、過

負荷により機械が自動停止しない場合に

は、ただちに操作を止め、安全側の操作で

過負荷状態を脱してください。

 ☞ 作業半径の実測は、サーチャーフックの

先端から垂直に紐を垂らすなどの方法で

フック位置にて測定してください。
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9.8  作業半径と定格総荷重

危 険

• 作業半径／揚程図は、荷をつっていない状態における当機械の作業半径、ブーム角度および地上揚

程の関係を示したもので、ブームのたわみなどは含まれていません。

• サーチャーフックを使用する際は、必ずモーメントリミッタをサーチャーフックモードに設定し、「実

機のサーチャーフックのポジション」と「モーメントリミッタの設定」を合わせてください。

• サーチャーフックとクレーン本体のフックブロックを同時に使用しないでください。

• サーチャーフックモードでは、クレーン本体のフックブロックは絶対に使用しないでください。モー

メントリミッタの数値が正しく表示されず、機械の転倒や破損により重大な人身事故を招く恐れが

あります。

9.8.1  作業半径／揚程図

［1］ 850kg サーチャーフック
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［2］ 1.5t サーチャーフック
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9.8.2  定格総荷重表

1. サーチャーフックの使用時はメインフックを取り外してください。サーチャーフック使用時の性

能はメインフックを外した状態での性能になります。

2. 作業半径／揚程図は、ブームのたわみは含んでいません。

3. 定格総荷重表は、負荷時のブームのたわみを含んだ、実際の作業半径に基づいております。

4. ３段目のブームを少しでも伸ばしたときは、ブーム (1) ＋ (2) ＋ (3) の定格総荷重で作業してくだ

さい。

5. ４段目のブームを少しでも伸ばしたときは、(1)＋ (2)＋ (3)＋ (4)の定格総荷重で作業してください。

6. 「 マーク」の半分が３段目ブームより出たら、(1) ＋ (2) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (5) の定格総荷重で作業し

てください。

7. 乱暴なクレーン作業は大変危険です。安全なクレーン作業を心がけてください。

8. 作業条件によってはモーメントリミッタの表示荷重が多めに表示することがあります。

9. サーチャーフックの使用時も、走行吊りを行わないでください
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［1］ 850kg サーチャーフック

定格総荷重表に表示されている定格総荷重とは 850kg サーチャーフック（30kg）、吊り具の質量を含ん

だ値です。
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［2］ 1.5t サーチャーフック

定格総荷重表に表示されている定格総荷重とは 1.5t サーチャーフック（25kg）、吊り具の質量を含んだ

値です。

アウトリガ　最大張出状態

作業半径

(m)
定格総荷重

ブーム

①

ブーム

①＋②

ブーム

①＋②＋③

ブーム

①＋②＋③

＋④

ブーム

①＋②＋③

＋④＋⑤

2.2 1500 1500 1500 970 720

3.0 1500 1500 1490 970 720

4.0 1500 1500 1380 940 720

5.0 ― 1340 1140 850 640

6.0 ― 1090 900 750 530

6.2 ― 1040 850 730 500

7.0 ― ― 740 660 440

8.0 ― ― 620 570 370

8.4 ― ― 580 530 340

9.0 ― ― ― 500 330

10.0 ― ― ― 430 290

10.6 ― ― ― 400 280

11.0 ― ― ― ― 270

12.0 ― ― ― ― 250

12.8 ― ― ― ― 240
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アウトリガ　中間張出状態

作業半径

(m)
定格総荷重

ブーム

①

ブーム

①＋②

ブーム

①＋②＋③

ブーム

①＋②＋③

＋④

ブーム

①＋②＋③

＋④＋⑤

2.2 1500 1500 1500 950 710

3.0 1500 1500 1490 950 710

4.0 1500 1500 1370 920 710

5.0 ― 1250 1110 830 630

6.0 ― 910 840 730 510

6.2 ― 850 800 700 480

7.0 ― ― 650 630 420

8.0 ― ― 510 510 360

8.4 ― ― 480 470 340

9.0 ― ― ― 420 320

10.0 ― ― ― 350 280

10.6 ― ― ― 320 270

11.0 ― ― ― ― 260

12.0 ― ― ― ― 240

12.8 ― ― ― ― 230
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アウトリガ　最小張出状態

作業半径

(m)
定格総荷重

ブーム

①

ブーム

①＋②

ブーム

①＋②＋③

ブーム

①＋②＋③

＋④

ブーム

①＋②＋③

＋④＋⑤

2.2 1500 1500 1500 950 710

3.0 1500 1500 1480 950 710

4.0 1500 1500 1350 920 710

5.0 ― 1040 1010 830 630

6.0 ― 750 710 700 510

6.2 ― 710 660 660 480

7.0 ― ― 540 540 420

8.0 ― ― 420 420 360

8.4 ― ― 390 390 340

9.0 ― ― ― 350 320

10.0 ― ― ― 290 280

10.6 ― ― ― 280 260

11.0 ― ― ― ― 250

12.0 ― ― ― ― 210

12.8 ― ― ― ― 190
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第 10 章   
オプション編



10.1  プロテクション

バー

警 告

• クレーンのブーム部分をプロテクション

バーや運転席に近づけないでください。

• 走行中の機械の全高を下げるために、プロ

テクションバーの取り外しが必要になる場

合があります。

• プロテクションバーやインターロックが

あっても、完全に運転者が守られるもので

はありません。必ず目視で周囲を確認し、

吊り荷やフックブロックが人やプロテク

ションバーにぶつからないように、慎重に

操作してください。

重 要

プロテクションバーに体重をかけたり、引っ

張ったりしないでください。プロテクション

バーが変形する恐れがあります。

プロテクションバーは、クレーン操作時にブー

ムから運転者を保護するためのものです。

項目 概要

プロテクションバー 重量 :   12 kg
ボルト類 規定トルク :

111 ± 12 N･m 
(11.3 ± 1.2 kg･m)

☞ プロテクションバーはロールオーバープ

ロテクション (ROP) ではありません。

プロテクションバー M A E D A Mini-Crawler Crane
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第 11 章   
資料編



11.1  関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則およびクレーン等安全規則の中から、マ

エダクローラクレーンが適用する条項を下記に抜粋いたしました。

ご精読の上、安全第一とし、法規の遵守を怠らないように十分ご配慮してください。

11.1.1   労働安全衛生法 ( 抄 )

第 4 条 ( 事業者等の責務 )
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災

害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

第 33 条 ( 機械貸与者等の講ずべき措置等 )
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令でさだめるもの ( 以下「機械

等貸与者」という。) は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災

害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

（2） 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者で

ないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならな

い。

（3） 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、

必要な事項を守らなければならない。

第 59 条 ( 安全衛生教育 )
事業者は、労働者を雇いいれたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

（3） 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生

労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなけ

ればならない。

第 61 条 ( 就業制限 )
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該

業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を

修了した者その他労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務につかせてはならない。

（2） 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。

（3） 第 1 項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る

免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

11.1.2   労働安全衛生法施行令 ( 抄 )

第 20 条 ( 就業制限に係る業務 )
法第 61 条第 1 項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

⑦ つり上げ荷重が 1 トン以上の移動式クレーンの運転 ( 道路交通法に規定する道路上を走行させ

る運転を除く。) の業務

関係法令 M A E D A Mini-Crawler Crane
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11.1.3   労働安全衛生規則 ( 抄 )

第 29 条 ( 安全装置等の有効保持 )
労働者は安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

① 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。

② 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、

事業者の許可を受けること。

③ 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要が

なくなった後、直ちにこれを原状に復しておくこと。

④ 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失ったことを発見したときは、すみやかに、そ

の旨を事業者に申し出ること。

（2） 事業者は、労働者から前項第 4 号の規定による申出があったときは、すみやかに、適当な措置を

講じなければならない。

第 96 条 ( 事故報告 )
事業者は、次の場合、遅滞なく、様式第 22 号による報告書を所轄労働基準監督所長に提出しなければ

ならない。

（5） 移動式クレーン ( クレーン則第 2 条第 1 号に掲げる移動式クレーンを除く。) の次の事故が発生し

たとき

イ 転倒、倒壊又はジブの損傷

ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

11.1.4   クレーン等安全規則 ( 抄 )

第 3 章　移動式クレーン

第 1 節　製造及び設置

第 55 条 ( 製造検査 )
移動式クレーンを製造した者は、法第 38 条第 1 項の規定により当該移動式クレーンについて、所轄都

道府県労働局長の検査を受けなければならない。

（2） 前項の規定による検査 ( 以下この節において「製造検査」という。) においては、移動式クレーン

の各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。

（3） 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の 1.25 倍に相当する荷重 ( 定格荷重が 200 トンを

こえる場合は、定格荷重に 50 トンを加えた荷重 ) の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の行動

を行うものとする。

（4） 第 2 項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の 1.27 倍に相当する荷重の荷をつって、当該

移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。

第 59 条 ( 移動式クレーン検査証 )
（2） 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動

式クレーン検査証再交付申請書 ( 様式第 8 号 ) に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由

し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければなら

ない。

① ①移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

② ②移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証
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（3） (3) 移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、

当該異動後 10 日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書 ( 様式第 8 号 ) に移動式クレーン検査

証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働

局長に提出し、書替えを受けなければならない。

第 60 条 ( 検査証の有効期間 )
移動式クレーン検査証の有効期間は、2 年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期

間を 2 年未満とすることができる。

第 61 条 ( 設置報告書 )
移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書 ( 様式第 9 号 )
に移動式クレーン明細書 ( 製造検査済又は使用検査済の印を押したもの ) 及び移動式クレーン検査証を

添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、

この限りではない。

第 62 条 ( 荷重試験等 )
事業者は、令第 13 条第 3 項第 15 号 ( つり上げ荷重が 0.5 トン以上 3 トン未満の移動式クレーン ) の移

動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第 55 条第 3 項の荷重試験及び同条第

4 項の安定度試験を行わなければならない。

第 2 節使用及び就業

第 63 条 ( 検査証の備付け )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン

検査証を備え付けておかなければならない。

第 64 条 ( 使用の制限 )
事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準 ( 移動式クレーンの構造に係る部分

に限る。) に適合するものでなければ使用してはならない。

第 64 条の 2( 設計の基準とされた負荷条件 )
事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、

折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。

第 65 条 ( 巻過防止装置の調整 )
事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケット等のつり具の上面又

は当該つり具の巻き上げ用シ - ブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある

物 (傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25メートル以上 (直働式の巻過防止装置にあっては、0.05
メートル以上 ) となるように調整しておかなければならない。

第 66 条 ( 安全弁の調整 )
事業者は、水圧又は油圧を動力として用いる移動式クレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止

するための安全弁については、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当す

る圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第 62 条の規定により荷重試験

又は安定度試験を行う場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用する

ように調整するときは、この限りではない。
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第 66 条の 2( 作業の方法等の決定等 )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険

を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする

荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。

① 移動式クレーンによる作業の方法

② 移動式クレーンの転倒を防止するための方法

③ 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

（2） 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に

周知させなければならない。

第 66 条の 3( 外れ止め装置の使用 )
事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。

第 68 条 ( 就業制限 )
事業者は、令第 20条第 7号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、

当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が 1 トン以上 5 トン未満の移動式クレーン ( 以
下「小型移動式クレーン」という。) の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修

了した者を当該業務に就かせることができる。

第 69 条 ( 過負荷の制限 )
事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第 70 条 ( 傾斜角の制限 )
事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角 ( つり上

げ荷重が 3 トン未満の移動式クレーンにあっては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角 ) の範囲

をこえて使用してはならない。

第 70 条の 2( 定格荷重の表示等 )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者

が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければな

らない。

第 70 条の 3( 使用の禁止 )
事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等

により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行っ

てはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強

度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

第 71 条 ( 運転の合図 )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を

定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、移動式クレーン

の運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。

（2） 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行わなければならない。

（3） 第 1 項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

第 72 条 ( 搭乗の制限 )
事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
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第 73 条 ( 搭乗の制限 )
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な

場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せること

ができる。

（2） 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行

わなければならない。

① とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

② 労働者に安全帯等を使用させること。

③ とう乗設備ととう乗者との総重量の 1.3 倍に相当する重量に 500 キログラムを加えた値が、

当該移動式クレーンの定格重量をこえないこと。

④ とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

（3） 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければなら

ない。

第 74 条 ( 立入禁止 )
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触するこ

とにより労働者に危険が生じるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

第 74 条の 2
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、

つり上げられている荷 ( 第 6 号の場合に合っては、つり具を含む。) の下に労働者を立ち入らせてはな

らない。

① ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

② つりクランプ 1 個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

③ ワイヤロープ等を用いて 1 箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき ( 当該荷に設けら

れた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。
④ 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れら

れる等により固定されていないとき。

⑤ 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛け用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げら

れているとき。

⑥ 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

第 74 条の 3( 強風時の作業中止 )
事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作

業を中止しなければならない。

第 74 条の 4( 強風時における転倒の防止 )
事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれのあると

きは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の

危険を防止するための措置を講じなければならない。

第 75 条 ( 運転位置からの離脱の禁止 )
事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。

（2） 前項の運転者は、荷をつったままで、運転位置を離れてはならない。
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第 75 条の 2( ジブの組立て等の作業 )
事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければな

らない。

① 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。

② 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やす

い箇所に表示すること。

③ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作

業に労働者を従事させないこと。

（2） (2) 事業者は、前項第 1 号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

① 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

② 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

③ 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第 3 節定期自主検査等

第 76 条 ( 定期自主検査 )
事業者は、移動式クレーンを設置した後、1 年以内ごとに 1 回、定期に、当該移動式クレーンについて

自主検査を行わなければならない。ただし、1 年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用し

ない期間においては、この限りでない。

（2） 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査

を行わなければならない。

（3） 事業者は、前 2 項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主

検査を行う日前 2 月以内に第 81 条第 1 項の規定に基づく荷重試験を行った移動式クレーン又は当

該自主検査を行う日後 2 月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンに

ついては、この限りではない。

（4） 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、

走行等の作動を定格速度により行うものとする。

第 77 条 ( 定期自主検査 )
事業者は、移動式クレーンについては、1 月以内ごとに 1 回、定期に、次の事項について自主検査を行

わなければならない。ただし、1 月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間にお

いては、この限りでない。

① 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチ

の異常の有無。

② ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無。

③ フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無。

④ 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無。

（2） 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号

に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第 78 条 ( 作業開始前の点検 )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、

過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能について点検を行

わなければならない。

第 79 条 ( 自主検査の記録 )
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを 3 年間保存しなければならない。
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第 80 条 ( 補修 )
事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補

修しなければならない。

第 4 節　性能検査

第 81 条 ( 性能検査 )
移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を

行うほか、荷重試験を行うものとする。

（2） 第 76 条第 4 項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

第 82 条 ( 性能検査の申請等 )
移動式クレーンに係る性能検査 ( 法第 53 条の 3) において準用する法第 53 条の 2 第 1 項の規定により

労働基準監督署長が行うものに限る。) を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書 ( 様式

第 11 号 ) を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第 5 節　変更、休止、廃止等

第 85 条 ( 変更届 )
事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、

法第 88 条第 1 項の規定により、移動式クレーン変更届 ( 様式第 12 号 ) に移動式クレーン検査証及び

変更しようとする部分 ( 第 5 号に掲げるものを除く。) の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出

しなければならない。

① ジブその他の構造部分

② 原動機

③ ブレーキ

④ つり上げ機構

⑤ ワイヤロープ又はつりチェーン

⑥ フック、グラブバケット等のつり具

⑦ 台車

第 86 条 ( 変更検査 )
前条第 1 項第 1 号又は第 7 号に該当する部分に変更を加えた者は、法第 38 条第 3 項の規定により、当

該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労

働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りではない。

（2） 第 55 条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定による検査 ( 以下この節において「変更検査」

という。) について準用する。

（3） 変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書 ( 様式第 13 号 ) を所轄労働基準

監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第 1 項又

は第 3 項の届出をしていないときは、同条第 1 項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面

を添付するものとする。
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第 8 章　玉掛け

第 1 節　玉掛用具

第 213 条 ( 玉掛け用ワイヤロープの安全係数 )
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数につい

ては、6 以上でなければ使用してはならない。

（2） 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値

で除した値とする。

第 213 条の 2( 玉掛け用つりチェーンの安全係数 )
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数につい

ては、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用しては

ならない。

① 次のいずれにも該当するつりチェーン 4
イ 切断荷重の 2 分の 1 の荷重で引っ張った場合において、その伸びが 0.5 パーセント (%) 以下

のものであること。

ロ その引張り強さの値が 400 ニュートン毎平方ミリメートル (400N/mm2) 以上であり、かつ、

その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張り強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値

以上となるものであること。

上欄 下欄

引張り強さ ( 単位 ニュートン毎平方ミリメートル (N/mm2)) 伸び ( 単位 パーセント )

400 以上 630 未満 20

630 以上 1000 未満 17

1000 以上 15

② 前号に該当しないつりチェーン 5
（2） 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値

で除した値とする。

第 214 条 ( 玉掛け用フック等の安全係数 )
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるフック又はシャックルの安全係

数については、5 以上でなければ使用してはならない。

（2） 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、それぞれ当該フック又はシャック

ルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
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第 215 条 ( 不適格なワイヤロープの使用禁止 )
事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリックの

玉掛用具として使用してはならない。

① ワイヤロープ 1 よりの間において素線 ( フィラ線を除く。以下本号において同じ。) の数の 10
パーセント以上の素線が切断しているもの

② 直径の減少が公称径の 7 パーセントをこえるもの

③ キンクしたもの

④ 著しい形くずれ又は腐食があるもの

第 216 条 ( 不適格なつりチェーンの使用禁止 )
事業者は、次のいずれかに該当するつりチェーンをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用

具として使用してはならない。

① 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの 5 パーセントをこえるもの。

② リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直

径 10 パーセントをこえるもの。

③ き裂があるもの。

第 217 条 ( 不適格なフック、シャックル等の使用禁止 )
事業者は、フック、シャックル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレー

ン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。

第 218 条 ( 不適格な繊維ロープ等の使用禁止 )
事業者は、次の号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又は

デリックの玉掛用具として使用してはならない。

① ストランドが切断しているもの。

② 著しい損傷又は腐食があるもの。

第 219 条 ( リングの具備等 )
事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャッ

クル、リング又はアイを備えているものでなければ、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛

用具として使用してはならない。

（2） 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法に

よるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべての

ストランドを 3 回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残され

た素線をさらに 2 回以上 ( すべてのストランドを 4 回以上編み込んだ場合には 1 回以上 ) 編み込む

ものとする。

第 219 条の 2( 使用範囲に制限 )
事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイ

スト ( 以下この項において「玉掛用具」という。) を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具

について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

（2） 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて

玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用し

なければならない。
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第 220 条 ( 作業開始前の点検 )
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチェーン、

繊維ロープ、繊維ベルト又はフック、シャックル、リング等の金具 ( 以下この条において「ワイヤロー

プ等」という。) を用いて玉掛けの作業を行うときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ

等の異常の有無について点検を行わなければならない。

（2） 事業者は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければなら

ない。

第 2 節　就業制限

第 221 条 ( 就業制限 )
事業者は、令第 20 条第 16 号に掲げる業務 ( 制限荷重が 1 トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)
については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

① 玉掛技能講習を修了した者

② 職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律 64 号。以下「能開法」という。) 第 27 条第 1 項の準則

訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進施行規則 ( 昭和 44 年労働省令第 24 号。

以下「能開法規則」という。)別表第 4の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練 (通信の方法によっ

て行うものを除く。) を修了した者。

③ その他厚生労働大臣が定める者。

第 10 章　床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛技能講習

第 245 条 ( 小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目 )
小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によって行う。

（4） 学科講習は、次の科目について行う。

① 小型移動式クレーンに関する知識

② 原動機及び電気に関する知識

③ 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

④ 関係法令

（3） 実技講習は、次の科目について行う。

① 小型移動式クレーンの運転

② 小型移動式クレーンの運転のための合図
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11.2  クレーン運転合図

呼び寄せ

• 片手を高く上げてください。必要ならば、笛の長吹きを併用してください。

巻き上げ

• 片手を上方に上げて輪を描くか、または腕をほぼ水平に上げ、手のひらを上に向けて上方に振って

ください。

巻き下げ

• 腕をほぼ水平に上げ、手のひらを下に向けて下方に振ってください。
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走行・旋回

• 腕を見やすい位置に伸ばし、手のひらを動かす方向に向けて数回動かしてください。

微動

• 小指または示指を使って巻き上げ、巻き下げ、水平移動に応じて、それぞれの合図を付けてください。

位置の指示

• なるべく近くの場所へ行き、指で示してください。

転倒

• 両手を水平に延ばして転倒の方向に回してください。
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ブーム上げ

• 親指を立てて上方に向け、他の指を握り、水平より上方に突き上げてください。

ブーム下げ

• 親指を立てて下方に向け、他の指を握り、水平より下方に突き下げてください。

ブームの伸長

• 親指を立てて上方に向け、他の指を握り、水平より斜め上方に突き上げてください。

ブームの縮小

• 親指を立てて下方に向け、他の指を握り、水平より斜め下方に突き下げてください。
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停止

• 手を高く上げ、手のひらを正面に向けてください。  
または手を高く上げ、手のひらを正面に向けて指を握ってください。

急停止

• 両手をひろげて高く上げ、激しく左右に大きく振ってください。

作業終了

• 挙手の礼、または両手を頭の上に交差させてください。
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11.3  単位換算表

［1］ 力

N kgf
1 1.01972 × 10-1

9.80665 1

［2］ 圧力

Pa kPa MPa kgf/cm2

1 1 × 10-3 1 × 10-6 1.01972 × 10-5

1 × 103 1 1 × 10-3 1.01972 × 10-2

1 × 106 1 × 103 1 1.01972 × 10
9.80665 × 104 9.80665 × 10 9.80665 × 10-2 1

［3］ トルク・モーメント

N・cm N・m kgf・cm kgf・m
1 1 × 10-2 1.01972 × 10-1 1.01972 × 10-3

1 × 102 1 1.01972 × 10 1.01972 × 10-1

9.80665 9.80665 × 10-2 1 1 × 10-2

9.80665 × 102 9.80665 1 × 102 1

［4］ 動力

W kW PS
1 1 × 10-3 1.35962 × 10-3

1 × 103 1 1.35962
0.735499 × 103 0.735499 1

単位換算表 M A E D A Mini-Crawler Crane

11-16 MC305C-5



MAEDA かにクレーン MC305C-5 取扱説明書

図書番号 103M5-OM2603-03

初版 2024 年 9 月 30 日

第四版 2026 年 3 月 31 日

発行 株式会社 前田製作所

〒 388-8522 長野県長野市篠ノ井御幣川 1095

無断複製・転載はお断りします 






